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年
度

1

目
標

実
績

2

目
標

実
績

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

コロナウィルス感染症の収束に合わせ、文部科学省から示されるであろう新しい指針を踏まえつつ、各開設部門毎
に効果的な授業方法を検討する。各開設部門毎の授業方法を集約のうえ、大学としての方針を定め、必要なICT
環境を整備し、令和５年4月からのオンライン授業実施を目指す。既存のオンライン授業にこだわらない新たな授業
形態やその実施に伴う新たな設備の導入も並行して検討する。

予
定

④ 数値目標の詳細　※設定できない計画については記載不要。

指標の名称

直近
令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

令和７年度
（2025年度）

指標の定義（計算式／説明）

令和６年度
（2024年度）

完了年度

年度令和

開始年度 将来的な継続

あり（予定）

令和８年度
（2026年度）

令和９年度
（2027年度）

①学生や教員の時間的・空間的な制約
を受けないオンライン教育環境の整備

① 目的・内容

分　類

情報処理技術の進歩に伴う教育環境の整備と併せて、コロナ禍において得られた知見を活かし、授業科目の特性
に合わせた効果的な授業方式を選択することで、既存のカリキュラムの見直しを図る。その選択肢の一つとして、情
報通信技術の活用による、学生や教員の時間的・空間的な制約を受けないオンライン教育環境を整備する。

実施計画

令和９年度
（2027年度）

B教

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

直近
令和９年度
（2027年度）

令和７年度
（2025年度）

令和６年度
（2024年度）

大学 企画課管理用

推進主体 学生センター教務課

責任者 学生センター所長

令和６年度
（2024年度）

令和７年度
（2025年度）

令和８年度
（2026年度）

年度令和

③ ロードマップ

令和８年度
（2026年度）

② 到達目標（数値目標／定性目標 ）　※数値目標を設定できない計画は、定性目標を設定すること。

開設部門にて方針検討

大学として方針決定

授業計画策定・環境整備

オンライン授業実施
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令和3年度中に意見聴取した各開設部門の検討結果
を基に大学全体としての方針をまとめる。
大学全体の方針と文部科学省から示される新しい遠
隔授業の指針に基づき、授業計画の策定および、
ICT環境の整備を実施する。

実施計画 実施報告／今後の課題

⑤ 実施計画／実施報告

(

2
0
2
4
年
度

)

令
和
６
年
度

各開設部門毎に必要に応じて実施科目の見直しとカ
リキュラムポリシーの改定を行う。

(

2
0
2
2
年
度

)

令
和
４
年
度

令和4年6月開催の各学部教授会にて、大学全体の方針
が承認された。ICT機器を活用した対面形式以外の授業
について、カリキュラム・ポリシーにその利点、実施科目を
明示し、学生一人当たり、卒業に必要な単位数のうち60
単位を超えないこととして実施する。ただし、令和5年度授
業実施方針においては、コロナ禍の終息が見込めないと
判断し、上記60単位に含めない遠隔授業を実施すること
から、新しい授業実施方針に基づく遠隔授業との区別が
難しいため、運用開始を令和6年度からとする。

★進捗段階：「実施展開」

(
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0
2
3
年
度

)

令
和
５
年
度

令和6年度授業において、コロナ禍における遠隔授業
と新しい授業実施方針に基づく遠隔授業の区別が出
来るように、基幹システムのバージョンアップを関係部
門と協力して進める。
遠隔授業の区別が出来るようになることを条件に、新
しい授業実施方針に基づいた科目の選定と、授業計
画の策定を実施する。

基幹システムのバージョンアップを12月に実施し、令和6
年度より、遠隔授業の履修単位数を学生自身がポータル
サイトにて確認できるように改修を行った。
加えて新しい授業実施方針に基づく科目を各開設部門に
て選定し、対象科目と遠隔授業による利点をカリキュラム
ポリシーに記載した。

★進捗段階：「計画達成」
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